
鴻臆館跡出土の木簡 。年代・トイレ

鴻
臆
館
跡
出
土
の
木
簡

。
年
代

・
ト
イ
レ

は
じ
め
に

平
成
元
年
度
の
鴻
臆
館
跡
第
五
次
調
査
と
平
成

一
五
年
度
の
鴻
鮨
館
跡
第
二

二
次
調
査
に
お
い
て
、
古
代
の
便
所
遺
構
が
調
査
さ
れ
、
若
子
の
木
簡
が
大
量

の
壽
木
に
混
じ
っ
て
出
上
し
た
。
第
五
次
調
査
出
土
木
簡
に
関
し
て
は
、
す
で

に
報
告
書
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
保
存
処
理
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
当
初
よ
り

も
判
読
が
容
易
に
な
っ
た
文
字
な
ど
が
あ
り
、
報
告
さ
れ
た
釈
文
に
新
た
な
解

読
条
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
は
、
鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡
の
再
検

討
を
提
案
す
る
意
味
で
、
遺
構
の
年
代
観
を
主
に
福
岡
市
教
育
委
員
会
の
大
庭

康
時
が
、
釈
文
の
再
検
討
に
関
し
て
は
九
州
目
立
博
物
館
の
松
川
博

一
が
分
担

し
て
執
筆
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

木
簡
が
出
土
し
た
の
は
、
第
五
次
調
査
Ｓ
Ｋ
五
七
お
よ
び
第
二
二
次
調
査
Ｓ

松 大

川 庭

博 康

一 時

Ｋ

一
一
二
四
で
あ
る
。
報
告
書
に
し
た
が
っ
て
、
両
遺
構
の
概
要
を
記
す
。

Ｓ
Ｋ
五
七
は
、
鴻
鱚
館
南
館
の
南
西
か
ら
検
出
さ
れ
た
土
坑
で
、
長
辺
三
九

五
側
、
短
辺

一
一
〇
釦
の
長
方
形
を
呈
し
、
深
さ
は
三

一
〇
伽
を
は
か
る
。
埋

土
の
状
態
は
、
上
か
ら

一
四
〇
釦
ま
で
は
自
然
に
流
れ
込
ん
だ
レ
ン
ズ
状
堆
積
、

以
下
は
水
平
堆
積
層
で
あ
る
。
下
層
か
ら
、
木
製
品

。
須
恵
器

・
土
師
器

・
新

羅
陶
器

。
自
然
遺
物
が
出
上
し
た
。
脂
肪
酸
分
析
、
寄
生
虫
分
析
、
壽
木
の
大

量
出
土
か
ら
、
便
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
土
坑
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｓ
Ｋ

一
一
二
四
は
、
北
館
の
南
西
か
ら
検
出
さ
れ
た
。
長
辺
三
二
〇
伽
、
短

辺

一
〇
〇
伽
の
長
方
形
を
呈
し
、
深
さ
は
三
四
〇
伽
を
は
か
る
。
土
坑
の
上
半

都
は
早
い
段
階
で
崩
落
し
、
漏
斗
状
に
ひ
ろ
が
る
。
下
部
の
埋
土
か
ら
集
中
し

て
壽
木
等
の
木
片
が
出
土
し
、
土
壌
の
締
り
も
な
く
、
排
泄
に
よ
っ
て
堆
積
し

た
層
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
上
は
連
続
し
た
粘
質
土
の
堆
積
で
、
人
為
的
に
埋

め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
排
泄
層
か
ら
木
製
品

。
須
恵
器

・
土
師
器

・

瓦

・
自
然
遺
物
が
出
土
し
た
。
壽
木
の
大
量
出
土
、
理
化
学
的
分
析
が
実
施
さ

れ
た
Ｓ
Ｋ
五
七
と
の
類
似
か
ら
、
便
所
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。



一
一　
遺
構
の
年
代
観
と
鴻
臆
館
跡
に
お
け
る
位
置
付
け

鴻
臆
館
跡
で
は
、
出
土
遺
物
と
遺
構
の
変
遷
か
ら
五
時
期
区
分
が
な
さ
れ
て

い
る
。
第
Ｉ
期
は
七
世
紀
後
半
で
、
博
多
湾
に
突
き
出
し
た
南
北
二
列
の
丘
陵

尾
根
を
造
成
し
て
、
掘
立
柱
建
物
と
柵
に
よ
る
建
物
群
が
営
ま
れ
た
時
期
に
あ

た
る
。

第
Ⅱ
期
は
人
世
紀
前
半
を
中
心
と
し
た
時
期
と
さ
れ
、
さ
ら
に
造
成
を
進
め

て
敷
地
を
拡
張
し
、
南
と
北
に
同

一
基
準
、
同

一
規
模
の
布
掘
り
掘
立
柱
塀
に

よ
る
区
画
を
設
け
た
時
期
で
あ
る
。
造
成
土
は
高
さ
四
ｍ
に
及
ぶ
石
垣
で
土
留

め
さ
れ
、
布
掘
り
塀
に
は
、
東
辺
中
央
に
入
脚
門
が
設
け
ら
れ
た
。
区
画
内
の

建
物
遺
構
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
瓦
葺
の
礎
石
建
物
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
木
簡
が
出
土
し
た
Ｓ
Ｋ
五
七
は
南
館
第
Ⅱ
期
布
掘
り
区
画
の
南
西
角

よ
り
二
五
ｍ
ほ
ど
南
、
Ｓ
Ｋ

一
一
二
四
は
北
館
第
Ⅱ
期
布
掘
り
区
画
南
西
角
の

二

・
六
ｍ
西
側
に
掘
ら
れ
て
い
た
。
Ｓ
Ｋ
五
七
の
北
側
に
は

一
二
〇
伽
四
方
で

深
さ
三
〇
〇
～
三
五
〇
伽
の
Ｓ
Ｋ
六
九

・
七
〇
が
、
Ｓ
Ｋ

一
一
二
四
の
北
側
に
は

一
〇
〇
伽
四
方
で
深
さ
三
五
〇
側
の
Ｓ
Ｋ

一
一
二
五
が
そ
れ
ぞ
れ
軸
線
を
そ
ろ
え

て
並
ん
で
い
た
。
壽
木
の
出
土
等
か
ら
、
い
ず
れ
も
便
所
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
便
所
遺
構
は
、
第
Ⅱ
期
布
掘
り
区
画
と
直
接
の
切
り
合
い
関
係
な
ど

は
持
た
ず
、
前
後
関
係
を
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
位
置
関
係
か
ら

無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
、
第
Ⅱ
期
の
遺
構
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、

第
Ⅱ
期
の
実
年
代
観
は
、
便
所
遺
構
の
年
代
観
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

南
館
で
便
所
遺
構
が
発
掘
さ
れ
た
当
時
、
調
査
地
点
は
南
館
の
南
半
分
に
偏

っ
て
い
た
。
こ
の
部
分
で
は
、
表
土
直
下
で
丘
陵
の
地
山
で
あ
る
風
化
頁
岩
の

岩
盤
が
現
れ
、
各
時
代
の
遺
構
は
す
べ
て
こ
の
地
山
上
で
検
出
し
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
調
査
が
北
館
南
半
分
お
よ
び
南
館
北
半
分
に
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
、

鴻
腹
館
が
そ
の
当
初
か
ら
大
規
模
な
盛
土
造
成
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り
、
造
成
面
と
遺
構
と
の
関
係
を
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

盛
土
造
成
部
分
に
設
定
し
た
ト
レ
ン
チ
を
精
査
し
た
結
果
、
北
館
の
第
Ⅱ
期

布
掘
り
区
画
に
先
行
す
る
盛
土
中
か
ら
お
お
む
ね
人
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
の
様

相
を
示
す
須
恵
器

・
土
師
器
が
出
土
し
、
少
な
か
ら
ぬ
量
の
瓦
も
見
ら
れ
た
。

瓦
は
鴻
鮨
館
式
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
北
館
第
Ⅱ
期
布
掘
り
区
画
は
、

人
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
よ
り
も
時
期
的
に
下
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
い
で
、
北
館
便
所
遺
構
で
あ
る
Ｓ
Ｋ

一
一
二
四
お
よ
び
Ｓ
Ｋ

一
一
二
五
の

出
土
遺
物
を
見
る
と
、
須
恵
器
の
郭
蓋
の
中
に
天
丼
部
に
へ
ら
削
り
を
行
わ
な

い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
福
岡
平
野
の
須
恵
器
編
年
の
標
準
と
も
言
え
る
牛
頸

古
窯
跡
群
の
編
年
に
よ
る
と
、
こ
の
特
徴
は
、
人
世
紀
後
半
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
平
城
京
の
土
師
器
を
在
地
の
土
で
コ
ピ
ー
し
た
高
台
付
き
土

師
器
皿
が
出
土
し
た
が
、
八
世
紀
の
第
２
四
半
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

実
は
、
南
館
の
Ｓ
Ｋ
五
七
の
報
告
に
お
い
て
も
、
出
土
須
恵
器
か
ら
人
世
紀

中
頃
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
ど
う
い
う
経
緯
で
八
世
紀
前
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半
と
遡
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
状
況
を
総
合
す

る
と
、
第
Ⅱ
期
は
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
人
世
紀
前
半
で
は
な
く
、
人
世
紀

後
半
に
下
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

〓
一　
壽
木

・
木
街

・
ト
イ
レ

木
簡
は
、
大
量
の
鴛
木
に
混
じ
っ
て
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
棒
状
に
割

か
れ
る
も
の
が
多
い
欝
木
に
対
し
て
、
比
較
的
板
状
の
形
状
を
保
ち
、
原
形
を

失
わ
な
い
も
の
す
ら
あ
る
。
木
簡
が
壽
木
に
転
用
さ
れ
た
と
は

一
概
に
言
い
が

た
い
点
で
あ
る
。

便
所
と
し
て
の
使
用
が
停
止
し
た
後
、
埋
土
の
堆
積
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
上
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
壽
木
以

外
に
火
付
け
木
と
思
わ
れ
る

一
端
が
焦
げ
た
木
切
れ
や
油
煙
が
付
着
し
た
土
師

器
盤
が
出
土
し
、
夜
間
の
使
用
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
大
型

・
小
型
の
便

所
遺
構
が
同
時
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
使
い
分
け
が
な
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
使
い
分
け
の
実
態
を
検
証
す
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
小
型
を
個
人

使
用
、
大
型
を
複
数
人
使
用
と
見
れ
ば
、
身
分
や
地
位
に
よ
る
別
が
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
便
所
遺
構
は
、
排
泄
物
を
廃
棄
し
た
土
墳
で

は
な
く
、
実
際
に
排
便
に
使
用
さ
れ
た
、
ま
さ
に
便
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

之つ
。

四
　
鴻
鮨
館
跡
出
土
木
簡

の
再
検
討

本
章
で
は
、
鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
筑
紫
館
に

お
け
る
貢
進
物
消
費
の
実
態
と
木
簡
の
年
代
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

木
簡
釈
文
の
検
討
は
、
都
合
二
回
に
わ
た
り
行
わ
れ
た
。　
一
回
目
は
二
〇
〇

六
年
九
月
に
九
州
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
木
簡
学
会
九
州
特
別
集
会
の
報

告
に
向
け
て
、
松
川
博

一
・
重
松
敏
彦
氏

（太
宰
府
市
市
史
資
料
室
）
・
酒
井
芳

司
氏

（九
州
歴
史
資
料
館
）
の
三
名
で
検
討
会
を
行

っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
七

年
六
月
に
鴻
臆
館
跡
調
査
研
究
指
導
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
笹
山
晴
生
氏

・
八

木
充
氏

・
狩
野
久
氏

・
佐
藤
信
氏
に
よ
り
釈
文
の
再
検
討
が
行
わ
れ
た
。
な
お
、

松
川

・
重
松
氏
も
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
。
そ
の
結
果
、
釈
文
は
次

の
通
り
と
な
っ
た
。
な
お
、
木
簡
釈
文
の
順
番
は
、
『木
簡
研
究
』
第

一
三
号

掲
載
の
順
に
従

っ
て
い
る
。
法
量
の
下
の
番
号
は
、
報
告
書
の
番
号
で
あ
る
。

⑪
　
肥
後
国
天
草
郡
志
記
里
□

②
　
鹿
肺
乾

０
　
贅
伎
国
三
木
郡
干
□
六
斗

い

。
目
大
夫
所
十
四
隻
　
□
□
□

名
□
各
十
隻
」

⑬
　
□
□
五
半
二
升
五
十
人
別
日
二
合

（
Ｐ
の
い
）
×

∞
Ｐ
×

∞
　

ｏ
∞
ｏ
　

Ｚ
ρ

Ｐ

牌
∞
ω
×

］
卜
×

『
　

ｏ
∞
］
　

名
ｏ
卜
∞

Ю
Ｐ
∞
×

（
］
じ

×

卜
　

ｏ
∞
］

薯
ｏ
∞
∞

。
枷
伽

芦
∞
］
×

］
ｏ
×

り
　

ｏ
μ
Ｐ
　

舅
９

や
ヽ
　

　

ｏ
じ

含

∞
じ

×

含

じ

×

Φ
　

ｏ
∞
μ
　

Ｚ
ｏ
ω
ω



⑥
・京
都
郡
庸（酔
定

。
□
□
□
□
□

⑭
　
魚
鮨
十
九
斤

③
　
斐
綱
最
上

①

。
京
都
郡
庸
米
六
斗

（部
力
）

。
□
□
□
□
□
月

⑩
　
一
一物
大
虫

側
　
庇
羅
郷
伊
支
須

一
斗

全
局
力
）

聰
　
□
□

側
　
鞍
手
郡
米
五

（
ｒ

ｅ

×

】

×

い
　

ｏ
∞
ｏ
　

イ
ｏ
あ

（
⑬
『
）
×

］
ド
×

ヽ
　

ｏ
∞
ｏ
　

舅
ｏ

『

ｏ
∞
×

Ю
卜
×

『
　

ｏ
∞
岸
　

イ
①

］
ω

Ｐ
∞
ω
×

Ю
滓
×

∞
　

〇
∞
］
　

イ

ｏ

岸
］

ぐ

じ

×

含

じ

×

卜
　

ｏ
壱

　

写

ｏ

『
ｏ

Ｐ
∞
ω

×

（
牌
『
）
×

卜

　

ｏ
∞
］
　

Ｚ

ｏ

］
∞

（
∞
じ

×
］
ω
×
ｏ
　
ｏ
∞
Φ
　
瑠
Ｏ
ω
Ю

含

∞
ｏ
）
×
］
Ｎ
×
⑬
　
ｏ
∞
Ｏ
　
舅
ｏ
ω
∞

⑪
　
木
簡
に
み
え
る
物
品
と
貢
進
地
域

鴻
脂
館
跡
の
ト
イ
レ
遺
構

（Ｓ
Ｋ
五
七
）
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
文
字
が
確

認
で
き
た
も
の
は
、　
三
一百
いで
あ
る
。
そ
の
内
、　
一
〇
点
は
上
端
も
し
く
は
上

下
両
端
に
切
り
込
み
を
有
し
て
お
り
、
付
札
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
ま
た
、
八
点
に
つ
い
て
は
、
食
物
名
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
本
簡
は
筑
紫
館
で
廃
棄
も
し
く
は
再
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
木
簡
が
付
さ
れ
た
食
材
は
筑
紫
館
で
消
費
さ
れ
た
と
考
え
る
。
木
簡
で
確
認

で
き
る
物
品
名
は
、
①

「鹿
肺
乾
」
（配
２
）、
②

「魚
鮨
」
（恥
７
）、
③

「伊
支

須
」
（配
Ｈ
）、
④

「千
□
」
（千
館
力
）
（ｍ
３
）、
⑤

「米
」
（吼
６
・
９
ｏ
ｌ３
）
の
五

品
日
で
あ
る
。
⑤
に
つ
い
て
は

「庸
米
」
と
書
か
れ
た
も
の
二
点
が
含
ま
れ
る
。

①

「鹿
肺
乾
」
は
、
職
制
律
造
御
膳
条
か
ら
す
れ
ば

「鹿
乾
肺
」
と
表
記
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
、
鹿
の
千
し
肉
の
こ
と
を
指
す
。
天
皇
に
供
さ
れ
る
膳
に
つ

い
て
の
禁
忌
を
記
し
た
職
制
律
造
御
膳
条
の
疏
に
は
、
「食
禁
」
の
内
、
食
い

合
わ
せ
の
禁
忌
の
代
表
例
と
し
て
、
「乾
肺
」
を
黍
米
に
入
れ
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
「乾
肺
」
が
天
皇
の
御
膳
を
は
じ
め
と
し
た
食
膳
に
お
い
て

一

般
的
な
食
材
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
「肺
」
は
中
国
の
古
典
に
お
い
て

特
に

「酒
肺
」
の
よ
う
に

「酒
」
と
対
に
な
っ
て
登
場
す
る
こ
と
が
多
い
。
実

際
、
廷
暦
二
三
年

（八
〇
四
）
入
唐
の
第

一
人
次
遣
唐
使

一
行
は
、
長
安
間
近

の
上
都
の
長
楽
駅
で
宿
泊
し
た
折
、
内
使
の
迎
接
を
受
け
、
「酒
肺
」
に
よ
る

（
１
）

慰
労
を
受
け
て
い
る
。
「肺
」
は
、
い
わ
ば
酒
肴
の
代
名
詞
と
も
い
え
る
ほ
ど
、

客
人
に
対
す
る
酒
宴
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
西
海
道

に
お
い
て
は
、
「鹿
尾
肺
」
が
天
長
八
年

（△
こ
こ

ま
で
大
学
府
例
進
の
御
贄

と
し
て
中
央
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
天
皇
の
御
膳
に
上
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
『延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、
「鹿
肺
」
が
筑
前

・
肥
後

。
豊
後
国
の

中
男
作
物
と
し
て
大
宰
府
に
貢
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
木
簡
が
付
さ
れ
た

「鹿
肺
乾
」
も
こ
の
三
カ
国
の
内
よ
り
届
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
物
品
名
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
入
念
な
作
り
、

端
正
な
文
字
か
ら
物
品
付
札
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

②

「魚
鮨
」
は
、
『令
集
解
』
所
引
の

「古
記
」
に
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
魚
の
臓
物
を
取
り
去
り
、
塩
を
し
て
中
に
飯
と
酒
と
を
合
わ
せ
た

も
の
を
詰
め
、
重
し
を
し
て
発
酵
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
保
存
食
と
さ
れ



鴻臆館跡出土の木簡・年代・ トイレ

た
。
大
抵
の
場
合
、
鯛
鮨

・
鮒
鮨

。
年
魚
鮨
な
ど
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
魚
種

を
明
示
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「魚
鮨
」
の
例
も
皆
無
で
は
な

く
、
藤
原
京
跡
出
土
木
簡
に

「尾
張
国
海
部
郡
魚
鮨
三
斗
六
升
」
と
記
す
例
が

確
認
で
き
る
。
尾
張
国
の
中
男
作
物
と
し
て

「雑
魚
鮨
」
が
確
認
で
き
る
こ
と

か
ら
そ
の
略
称
と
考
え
ら
れ
る
。
西
海
道
に
関
し
て
い
え
ば
、
調
や
中
男
作
物

と
し
て

「鮨
鮒
」
「鮨
年
魚
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「魚
鮨
」
は
そ
れ
ら
の

総
称
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
鮨
は
、
種
々
の
宴
会
の
食
膳
に
並
ぶ
と
も
に
、
官

人
の
月
料
と
し
て
支
給
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
官
人
に
と
っ
て

一
般
的
な
食
料

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
一
号
木
簡
は
、
当
初

「甲

（か
せ
＆ゝ

□
煮
」
と
釈
読
さ
れ
貝
類
と
推
定

さ
れ
た
が
、
今
回
、
「伊
支
須

（イ
ギ
ス
こ

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

③

「伊
支
須
」
は
、
ト
コ
ロ
テ
ン
状
に
凝
固
す
る
性
質
を
も

っ
た
海
藻
の
一
種

で
、
「心
太

（
コ
コ
ロ
ブ
ト
こ

＝
テ
ン
グ
サ
と
並
ぶ
寒
天
原
料
の
こ
と
で
あ
る
。

平
城
京
跡
出
土
木
簡
に
は
同
じ
表
記
を
採
る

「佐
須
里
伊
支
須
二
斗
」
と
書
か

れ
た
付
札
木
簡
が
み
え
る
。

三
号
木
簡
の
物
品
名
は
墨
の
残
り
が
悪
く
断
定
す
る
の
は
難
し
い
。
当
初
、

讃
岐
国
の
中
男
作
物
で
あ
る

「□
鮨
」
と
い
う
釈
読
案
を
示
し
た
が
、
再
検
討

の
結
果
、
今
回

「千
□
」
と
改
め
た
。
③

「干
□
」
は
讃
岐
国
か
ら
の
貢
進
物

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば

「千
鮎
」
の
蓋
然
性
が
高
虻
。
『延
喜
式
』
に
よ
れ
ば
、

讃
岐
国
の
中
男
作
物
と
し
て

「乾
鮒
」
が
み
え
る
。
ま
た
、
三
条
大
路
木
簡
に

は
、
讃
岐
国
か
ら
の
中
男
作
物
の
荷
札
木
簡
と
し
て

「鮪
」
も
し
く
は

「千

鮎
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
内
の
一
点
は
三
号
木
簡
と
同
じ

三
木
郡
の
も
の
で
あ
る
。
平
城
京
跡
出
上
の
木
簡
は
、
い
ず
れ
も
中
男
作
物
で

あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
「讃
岐
国
三
木
郡
中
男
作
物
鮎
六
斤
」
や

「讃
岐
国
鵜

足
郡
二
村
郷
中
男
作
物
千
鮪
六
斤
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

木
簡
の
中
に
は
物
品
名
は
確
認
で
き
な
い
が
、
助
数
詞
か
ら
あ
る
程
度
、
物

品
の
種
類
が
推
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
四
号
木
簡
に
み
え
る
助
数
詞

「隻
」

は
、
木
簡
や
正
倉
院
文
書
の
一
般
的
な
用
例
か
ら
す
れ
ば
、
鯛

・
鯖

・
鮭

。
鳥

賊

・
海
老
な
ど
の
海
産
物
の
可
能
性
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡

の
全
体
的
な
傾
向
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
蓋
然
性
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る

と
、
鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡
に
記
さ
れ
た
物
品
は
、
「米
」
を
除
き
、
「肺
」
の
よ

う
な
酒
肴
品
や

「鮨
」
「伊
支
須
」
「千
船
」
な
ど
の
海
産
物
お
よ
び
そ
の
加
工

品
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出
土
し
た
木
簡
の
総
数
が
少
な
い
と
は
い
え
、

大
学
府
史
跡
出
土
の
木
簡
と
異
な
る
特
徴
と
言
え
よ
う
。

次
に
こ
れ
ら
の
海
産
物
の
貢
進
地
域
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
す
で
に
指

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
木
簡
の
地
名
に
は
、
肥
後
国
天
草
郡
志
記
里
や
肥
前
国
松

浦
郡
庇
羅
郷
な
ど
、
遣
唐
使
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
地
名
が
確
認
で
き
る
。

志
記
里
は
天
草
下
島
の
西
北
端
に
位
置
し
、
庇
羅
郷
は
平
戸
島

（現
在
の
平
戸

市
）
に
当
た
る
。
天
草
郡
に
つ
い
て
は
、
宝
亀
九
年

（七
七
八
）
に
第

一
六
次

遣
唐
使
の
判
官

・
大
伴
継
人

一
行
が
難
破
し
同
郡
仲
西
島
に
漂
着
し
て
い
る
ほ

か
、
貞
観

一
五
年

（八
七
一こ

に
渤
海
国
の
程
宗
佐
が
唐

へ
行
く
途
中
に
難
破

し
同
郡
に
漂
着
、
さ
ら
に
仁
和
元
年

（人
八
五
）
に
新
羅
の
使
者
徐
菩
行
ら
が



同
郡
に
来
着
す
る
な
ど
、
漂
着
記
事
が
散
見
す
る
。
松
浦
郡
に
つ
い
て
は
、
宝

亀
八
年
出
発
の
第

一
六
次
遣
唐
使
が
往
路
で
は
同
郡
合
蚕
田
浦
で
風
待
ち
を
し
、

復
路
で
は
同
郡
橋
浦
に
帰
着
。
廷
暦
二
三
年
の
第

一
人
次
遣
唐
使
が
往
路
で
は

同
郡
田
浦
お
よ
び
庇
良
島
を
発
し
、
復
路
で
は
同
郡
値
嘉
島
に
帰
着
。
承
和
三

年

（△
三
①

の
第

一
九
次
遣
唐
使
が
同
郡
別
島
に
停
泊
し
長
楽
埼
を
目
指
し

て
出
発
す
る
が
、
道
難
し
値
嘉
島
に
漂
着
、
復
路
は
同
郡
生
属
島
に
帰
着
し
て

い
る
。
特
に
値
嘉
郷
は
遣
唐
使
船
の
出
発
港
で
あ
る

「相
子
田
停

（合
蚕
田

浦
こ

「川
原
浦
」
の
二
港
を
有
し
て
い
た
。
遣
唐
使
の
航
路
が
新
羅
と
の
関
係

悪
化
に
よ
り
北
路
か
ら
南
路
に
変
更
さ
れ
て
以
降
、
五
島
列
島
お
よ
び
平
戸
を

含
む
松
浦
郡
は
、
良
港
を
有
す
る
遣
唐
使
船
の
発
着
地
と
し
て
重
要
視
さ
れ
た
。

遣
唐
使
と
短
絡
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
博
多

津
と
両
郡
の
港
を
結
ぶ
主
幹
と
な
る
海
路
の
存
在
は
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
松
浦

郡
は
、
春
客
饗
応
や
例
貢
御
贄
な
ど
、
大
宰
府
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
食
材

を
調
達
す
る
主
厨
司
配
下
の
海
人
集
団
、
つ
ま
り
厨
戸
が
設
置
さ
れ
た
地
域
と

さ
れ
る
。
木
簡
に
見
え
る
物
品
は
、
大
宰
府
を
経
由
せ
ず
、
直
接
海
路
に
よ
り

筑
紫
館
に
逗
ば
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
（拠
。

同
様
の
こ
と
は
豊
前
国
京
都
郡
の
庸
米
に
も
言
わ
れ
る
。
貞
観

一
一
年
、
博

多
津
で
豊
前
国
の
年
貢
の
絹

・
綿
を
積
載
し
た
船
が
新
羅
の
海
賊
に
襲
撃
さ
れ

る
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
豊
前
国
か
ら
博
多
津
へ
の
物
資
の

輸
送
は
陸
路
で
な
く
海
路
を
利
用
し
た
と
の
見
解
が
出
さ
れ
て
」
誕
。
手
続
と

し
て
は
、
豊
前
国
か
ら

一
度
大
学
府
の
蔵
司
に
納
め
ら
れ
、
消
費
地
で
あ
る
筑

紫
館
に
支
給
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
庸
米
自
体
は
海
路
で
筑
紫
館

に
直
納
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
、
物
品
が
鮮
度

が
間
わ
れ
る
海
産
物
で
あ
り
、
貢
進
地
と
消
費
地
が
海
逗
に
利
便
な
立
地
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

大
学
府
政
庁
跡
か
ら
も
海
産
物
を
列
記
し
た
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
い
わ

ゆ
る
駅
贄
木
簡
で
あ
る
。

・
十
月
十
日
竺
志
前
贄
駅
□
□
留
膨
吼
姓
樅
鰊
駄
廿
撃

・
須
志
毛
十
古
割
軍
布

一古
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（∞Ｐじ
恙
∵
∞
常
ｏ

そ
こ
に
は
、
「駅
に
留
む
」
と
し
て
、
鯛
や
鯖
な
ど
の
魚
、
生
腹

・
都
備
な

ど
の
貝
、
須
志
毛

・
軍
布
な
ど
の
海
藻
の
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
長
期
保
存

が
難
し
い
生
鮮
海
産
物
が
駅
に
留
め
置
か
れ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

『万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
大
学
府
官
人
の
遷
任
や
駅
使
の
送
別
に
と
も
な
う
餞

別
の
宴
の
可
能
性
で
あ
る
。
木
簡
の
一
〇
月
二
〇
日
の
日
付
か
ら
す
れ
ば
、
遷

任
の
ほ
か
に

一
一
月

一
日
ま
で
入
京
が
求
め
ら
れ
る
朝
集
使
の
餞
別
の
宴
の
可

能
性
を
考
え
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
、
大
学
府
所
用
の

「贄
」
の
一
部
を
駅
で
の

饗
宴
の
食
材
と
し
て
割
き
留
め
た
旨
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
命
令
執
行
後
、

そ
の
照
合

・
確
認
の
た
め
に
大
宰
府
へ
返
送
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
定

さ
れ
る
。
本
来
、
大
学
府
に
納
め
ら
れ
る
べ
き
調
庸
物
を
、
大
学
府
を
経
由
せ

ず
に
直
接
消
費
地
で
あ
る
駅
に
直
納
す
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

併
せ
て
興
味
深
い
の
は
、
大
学
府
史
跡
出
土
の
付
札
木
簡
が
例
外
な
く
郡
ま

で
し
か
記
さ
な
い
の
に
対
し
て
、
鴻
臆
館
跡
の
場
合
、　
一
号
木
簡
の

「肥
後
国



鴻鱚館跡出上の木簡 。年代・ トイレ

天
草
郡
志
記
里
」
や

一
一
号
木
簡
の

「
（肥
前
国
松
浦
郡
）
庇
羅
郷
」
の
よ
う
に

里
名
や
郷
名
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
物
理
的
な
貢
進

ル
ー
ト
の
差
違
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡
を
考
え
る
上
で
重
要
な
特
徴
の

一
つ
と
し
て
、
「賛
伎

国
三
木
郡
」
の
地
名
を
有
す
る
三
号
木
簡
の
存
在
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

筑
紫
館
は
大
宰
府
管
下
の
施
設
で
あ
り
、
そ
こ
に
供
給
さ
れ
る
物
資
の
貢
進
地

域
は
本
来
、
西
海
道
地
域
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
、
讃
岐
国
の
荷

札
木
簡
が
筑
紫
館
に
持
ち
込
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
木
簡
に

記
さ
れ
た
物
品
名
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
讃
岐
国
の
中
男
作
物
で
あ
る
干
鮎

の
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
食
材
が
大
学
府
官
人
ら
の
交
替
料
を
は
じ
め
、
大
学

府
で
の
会
食
や
常
食
に
用
い
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
西
海
道
諸
国
以
外
か
ら
食
材

を
調
達
す
る
こ
と
は
異
例
の
処
置
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
千
鮪
は
肥

後
国
の
調
物
で
あ
り
、
西
海
道
内
で
の
調
達
も
可
能
な
食
材
で
あ
る
。
敢
え
て

讃
岐
国
か
ら
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

廷
喜
玄
春
寮
式
の
新
羅
客
条
に
は
、
難
波
で
の
新
羅
使
へ
の
給
酒
規
定
と
と

も
に
、
入
京
せ
ず
に
筑
紫
か
ら
帰
遠
す
る
時
の
酒
肴
に
よ
る
も
て
な
し
に
つ
い

て
の
規
定
が
見
え
る
。

凡
新
羅
客
入
朝
者
。
給
二
神
酒
一。
（中
略
）
並
令
二
神
部
造
・。
差
二
中
臣

一

人
一。
充
三給
レ酒
使
・。
醸
三
生
田
社
・酒
者
。
漆
こ敏
売
崎
一給
之
。
醸
二住
道

社
・酒
者
。
終
二難
波
館
・給
之
。
若
従
二筑
紫
・還
者
。
応
レ給
二酒
肴
乳

便

付
二使
人
・。
其
肴
惣
隠
岐
綾
六
斤
。
螺
六
斤
。
賠
四
斤
六
両
。
海
藻
六
斤
。

海
松
六
斤
。
海
菜
六
斤
。
轟
汁
人
口
。
抱
十
柄
。
柔
六
脚
。
〈被
レ責
還
者

不
レ給
。〉
（後
略
）

条
文
に
よ
れ
ば
、
新
羅
の
使
節
が
入
朝
す
る
際
に
、
畿
内
最
初
の
寄
港
地
で

あ
る
敏
売
崎
と
宿
泊
館
舎
で
あ
る
難
波
館
で
神
酒
を
給
付
す
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
も
し
入
京
が
許
さ
れ
ず
、
筑
紫
で
放
還
す
る
場
合
に
は
、
同
じ
く
酒
と

肴
を
与
え
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
義
は
、
外
国
使
節
の
慰
労
と
歓

迎
、
そ
し
て
城
れ
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
筑
紫
で
給

さ
れ
る
食
材
は
、
隠
岐
腹

・
螺

・
賠

・
海
藻

・
海
松

・
海
菜
な
ど
、
い
ず
れ
も

海
産
物
で
あ
る
。
隠
岐
復
は
後
述
す
る
と
し
て
、
「螺
」
は
栄
螺
と
同
義
で
サ

ザ
エ
の
こ
と
、
「賠
」
は
小
魚
の
類
を
九
千
し
し
た
も
の
、
「海
藻
」
は
ワ
カ
メ

の
こ
と
、
「海
松
」
は
今
日
も
ミ
ル
と
称
し
て
い
る
海
藻
の
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ

指
し
て
い
る
。
最
後
の

「海
莱
」
は
、
凝
海
菜
の
こ
と
を
指
し
大
凝
菜

。
小
疑

莱
合
わ
せ
て
の
総
称
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

「大
凝
莱
」
は

「心
太
」
、
「小
凝

菜
」
は

「伊
支
須
」
の
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
使
へ
の
給
酒
に
あ
た
り
、
綾
や
螺

と
と
も
に
、　
一
一
号
木
簡
に
見
ら
れ
る

「伊
支
須
」
も

「海
莱
」
の
ひ
と
つ
と

し
て
供
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
隠
岐
産
の
腹
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る

「隠
岐

復
」
の
存
在
で
あ
る
。
延
喜
内
膳
司
式
五
月
五
日
節
条
に
は
、
隠
岐
腹
の
ほ
か

に
東
綾

。
長
門
腹

・
阿
波
腹

・
出
雲
綾
な
ど
、
地
名
を
冠
す
る
綾
の
名
が
列
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
腹
の
種
類
で
は
な
く
生
産
地
を
示
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
西
海
道
の
腹
に
つ
い
て
は
、
「筑
紫
腹
」
と
い
う
表
記
例
が



あ
り
、
筑
前

・
肥
前

・
肥
後

・
豊
後

・
日
向
の
五
カ
国
か
ら
調

・
庸
や
中
男
作

物
と
し
て
大
宰
府
の
府
庫
に
納
め
ら
れ
、
そ
の
大
部
分
が
大
学
府
か
ら
年
料
の

贄
物
と
し
て
京
進
さ
れ
た
。
そ
の
生
産
量
は
、
隠
岐
や
安
房
を
凌
ぐ
ほ
ど
で
、

加
工
方
法
を
み
て
も
大
学
府
京
進
の
腹
は
、
隠
岐
腹
と
共
通
す
る
御
取
腹

・
短

綾
だ
け
で
は
な
く
、
羽
割
復

・
薄
鰻

。
蔭
鰻

・
火
焼
鰻

。
鮨
腹

。
腸
漬
綾

。
甘

腐
腹
な
ど
種
類
も
き
わ
め
て
多
い
。
と
り
わ
け
筑
紫
館
が
所
在
す
る
筑
前
国
と

と
な
り
の
肥
前
国
は
、
全
国
的
に
見
て
も
突
出
し
た
腹
の
生
産
量
と
種
類
の
豊

富
さ
を
誇

っ
て
い
る
。
実
際
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
大
宰
府
政
庁
跡
出
土
の
駅
贄

木
簡
に
も

「生
飽
六
十
具
」
の
記
載
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
大
学
府
は
、

綾
の
生
産
量

・
種
類
と
も
に
実
に
豊
富
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
隠
岐
か
ら

綾
を
取
り
寄
せ
た
こ
と
に
な
る
。
隠
岐
復
は
、
諸
国
か
ら
京
進
さ
れ
る
鰻
の
中

に
お
い
て
、
安
房
を
主
産
地
と
す
る
東
腹
と
と
も
に
、
特
別
視
さ
れ
た
存
在
で

あ
っ
た
。
廷
喜
式
の
神
僕
の
項
に

「東
腹
」
と

「隠
岐
腹
」
が
頻
出
す
る
こ
と

か
ら
、
東
と
西
の
腹
を
神
に
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
列
島
全
体
の
支
配
が
観
念

さ
れ
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
限
ら
ず
延
喜
式
に
お
け
る
腹
の

記
載
を
整
理
し
て
い
く
と
、
そ
の
産
地
に
よ
っ
て
使
い
分
け
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
諸
祭
で
の
雑
給
料
を
見
て
い
く
と
、
五
位
以
上
に
は
東
復
と
隠
岐
腹
の

両
方
が
支
給
さ
れ
る
が
、
六
位
以
下
に
は
東
腹
の
み
が
支
給
さ
れ
る
と
い
っ
た

特
徴
も
看
取
さ
れ
る
。　
一
方
、
筑
紫
腹
と
阿
波
復
に
つ
い
て
は
、
東
腹

・
隠
岐

腹
と
と
も
に
釈
貧
祭
別
供
料
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
延
喜
式
の
こ

れ
ら
の
規
定
が
ど
こ
ま
で
遡
る
か
は
明
確
に
し
難
い
が
、
隠
岐
や
安
房
に
よ
る

綾
貢
進
の
伝
統
は
五
世
紀
の
部
民
制
に
起
源
が
求
め
ら
れ
拓
と
言
わ
れ
て
い
る
。

新
羅
使
へ
供
さ
れ
る
腹
は
、
諸
祭
に
お
い
て
臣
下
に
振
る
舞
わ
れ
る
復
と
同
様

に
、
筑
紫
腹
で
は
な
く
隠
岐
腹
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
外
国
使
節
の
饗
応
と
い
っ
た
特
殊
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、

西
海
道
以
外
の
諸
国
か
ら
筑
紫
へ
貢
進
物
が
逗
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と

に
な
る
。
讃
岐
国
の
千
蛤
も
同
様
の
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
新
羅
使
へ
の
給
酒
規
定
の
成
立
時
期
で
あ
る
が
、
難
波
に
お
け

る
給
酒
に
つ
い
て
は
、
舒
明
紀
の
記
事
か
ら
六
世
紀
後
半
に
は
春
客
へ
の
祓
え

の
意
味
で
行
わ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筑
紫
の
給
酒
規
定
に

つ
い
て
は
、
新
羅
か
ら
の
正
式
な
遣
使
が
宝
亀

一
〇
年

（七
七
九
）
来
日
の
新

羅
使
を
最
後
に
途
絶
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
新
羅
使
が
筑
紫
か
ら
放
還
さ
れ

る
と
い
う
事
態
は
宝
亀
五
年
が
最
後
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
少
な
く

と
も
人
世
紀
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
条
に

つ
い
て
天
武
天
皇
以
降
に
見
ら
れ
る
筑
紫
あ
る
い
は
筑
紫
大
郡

・
筑
紫
館
で
の

「饗
」
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
理
解
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
食

材
と
い
い
、
「蓋
対
人
口
。
鞄
十
柄
。
案
六
脚
。」
な
ど
の
食
器
の
品
揃
え
と
い

い
、
「饗
」
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
寂
し
い
内
容
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
難
波

館
に
お
け
る
給
酒
規
定
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

筑
紫
に
お
い
て
、
海
産
物
を
主
要
な
食
材
と
し
て
外
交
使
節
へ
の
接
待
が
行
わ

れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
鴻
鮨
館
跡
出
土
木
簡
が
、
大
宰
府
史
跡
出
土
木

簡
に
比
べ
て
、
酒
肴
も
し
く
は
海
産
物
が
多
い
と
い
う
品
目
の
偏
り
は
、
海
辺



と
い
う
立
地
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
給
酒
や
饗
宴
も
含
め
た
春
客
へ
の
饗
応
、

つ
ま
り
大
宰
府
が
担

っ
た
重
要
な
役
割
で
あ
る

「饗
謙
」
に
起
因
す
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
。

②
　
木
簡
の
年
代
を
め
ぐ
っ
て

鴻
臆
館
跡
出
土
木
簡
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
第
Ⅱ
期
の
鴻
鮨
館
の
遺
構
を
人

世
紀
前
半
と
す
る
年
代
観
な
ど
か
ら
、
こ
れ
ま
で
八
世
紀
前
半
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
先
に
示
し
た
遺
構
の
実
年
代
観
の
再
検
討
に
よ
り
第
Ⅲ
期
が
人
世
紀

後
半
に
下
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
た
が
つ
て
、
木
簡

の
年
代
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
必
要
が
あ
ろ
う
。

木
簡
の
年
代
を
検
討
す
る
際
に
注
目
さ
れ
た
の
は
、　
一
号
木
簡
の

「肥
後
国

天
草
郡
志
記
里
」
と

一
一
号
木
簡
で
あ
る

「庇
羅
郷
」
の
表
記
で
あ
る
。
郷
里

制
に
先
行
す
る
里
制

（郡
里
制
）
は
、
霊
亀
三
年

（七
一
七
）
ま
で
施
行
さ
れ
、

郷
制

（郡
郷
制
）
は
そ
の
間
に
郷
里
制
の
期
間
を
は
さ
み
天
平

一
二
年

（七
四

〇
）
以
降
に
施
行
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
が
あ
る

一
定
の
期
間
に
使
用
さ
れ
廃
棄

さ
れ
た

一
群
と
す
れ
ば
、
二
〇
年
以
上
の
時
間
の
隔
た
り
が
あ
る
里
制
と
郷
制

の
木
簡
が
併
存
す
る
こ
と
は
本
来
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、
鴻
鱚
館
跡
出
土
木

簡
に
お
け
る

「里
」
と

「郷
」
の
二
つ
の
表
記
の
併
存
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

二
つ
の
例
外
の
存
在
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
ひ
と
つ
は
、

天
平
年
間
ま
で
郷
里
制
下
の
郷
を
旧
制
の
里
字
を
以
て
表
記
し
た
も
の
が
見
え

る
こ
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
郷
里
制
下
で
あ
っ
て
も
単
に
郷
名
の
み
を
掲
げ
そ

の
下
に
里
名
を
記
さ
な
い
も
の
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
二
つ
の
例

外
を
認
め
れ
ば
、
郷
里
制
下
で
あ
る
人
世
紀
前
半
と
す
る
想
定
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
比
較
的
に
天
平
年
間
の
年
紀
を
も
つ

「里
」
木
簡
は
多
く
確
認
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
前
者
の
例
外
の
み
を
認
め
、
郷
里
制
で
は
な
く
人

世
紀
中
頃
の
郷
制

（郡
郷
制
）
下
の
も
の
と
理
解
し
た
方
が
無
理
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に

「里
」
木
簡
の
下
限
は
、
管
見
の
限
り
天
平
勝
宝
二

年

（七
五
〇
）
の
年
紀
を
持
つ
若
狭
国
遠
敷
郡
佐
分
里
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
。

も
う

一
つ
、
木
簡
の
年
代
を
検
討
す
る
上
で
材
料
と
な
る
木
簡
が
あ
る
。
そ

れ
は

「目
大
夫
所
」
の
表
記
を
も
つ
四
号
木
簡
で
あ
る
。
「目
」
は

一
般
に
国

司
の
第
四
等
官
を
指
し
、
「大
夫
」
は
公
式
令
に
従
え
ば
五
位
以
上
の
敬
称
で

あ
る
。
素
直
に
解
す
れ
ば
、
五
位
以
上
を
帯
す
る
国
司
の
第
四
等
官
と
い
う
こ

と
に
な
る
が
、
官
位
相
当
制
の
原
則
か
ら
い
え
ば
あ
り
得
な
い
。
仮
に
大
宰
府

の
第
四
等
官
と
し
て
も
大
典
で
従
七
位
上
、
少
典
で
正
八
位
上
で
あ
る
。
大
学

府
で
五
位
以
上
と
な
れ
ば
、
次
官
で
あ
る
大
学
少
弐
以
上
に
当
た
る
。
こ
れ
ま

で

「目
大
夫
所
」
に
つ
い
て
は
、
筑
紫
館
に
常
駐
し
た
第
四
等
官
で
あ
る

「目

（主
典
）」
に
対
す
る
尊
称
と
の
理
解
も
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
筑
紫
館

に
お
い
て
四
等
官
が
置
か
れ
た
か
も
定
か
で
は
な
い
。
や
は
り
、
「目
」
を
国

司
の
第
四
等
官
と
し
て
、
「大
夫
」
を
五
位
以
上
に
拘
ら
ず

「目
」
に
付
さ
れ

た
尊
称
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
安
芸
国
分
寺
跡
出
土
の
木
簡

の
中
に
、
同
じ

「目
大
夫
」
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
故
純
。
こ
れ
は
明
ら

か
に
安
芸
国
の
第
四
等
官
で
あ
る

「目
」
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
つゝ
。
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（
四
カ
）

・
□
　
□
半

（嶋
力
）

・
　

□

目
大
夫
御
料
者
　
送
人
　
秦
人
乙
麿
　
付
□
□

『之
之
之
之
　
之
　
之
之
　
之
之
秦
秦
秦
秦
』

天
平
勝
費
二
年
四
月
十
九
日
帳
佐
伯

マ
足
嶋

（伽
伽
∞
）
・
卜
Ｏ
り
・
∞
］
　
〇
∞
Ｐ

長
屋
王
家
木
簡
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
木
簡
で
は
令
制
に
即
し
た

一

般
的
制
度
的
な
称
呼
の
他
に
、
制
度
上
あ
る
い
は
用
語
上
あ
り
得
な
い
よ
う
な

（
２６
）

称
呼
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「目
大
夫
」
の
表
現
も
そ
の
ひ
と
つ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
多
分
に
私
的
、
身
内
的
な
意
識
と
結
び
つ
い
た
致
敬
表

現
で
あ
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
組
織
内
で
通
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
日
大
夫
は
筑
紫
館
が
所
在
す
る
筑
前
国
の
日
と
す
る

の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
筑
前
国
は
上
国
で
あ
り
、
四
等
官
の
構
成
は
守

・
介

・

換

・
目
の
各

一
名
か
ら
な
る
。
し
か
し
、
筑
前
国
司
に
つ
い
て
は
人
世
紀
を
通

し
て
常
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
宰
府
に
よ
り
兼
帯
さ
れ
た
時
期
が

あ
る
。
筑
前
日
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
筑
前
国
が
別
置
さ
れ
て
い
た
時
期
、

つ
ま
り
山
上
憶
良
が
筑
前
守
と
し
て
着
任
し
た
神
亀
三
年

（七
一
一工０

か
ら
養

老
令
が
施
行
さ
れ
た
天
平
宝
字
元
年

（七
五
七
）
頃
ま
で
の
期
間
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
に
し
た
が
え
ば
、
木
簡
の
年
代
は
、
筑
前
国
が
別
置

さ
れ
た
神
亀
三
年
頃
か
ら
、
「里
」
木
簡
の
下
限
と
さ
れ
る
天
平
年
間
ま
で
の

期
間
、
さ
ら
に
郷
制

（郡
郷
制
）
の
施
行
時
期
を
加
味
す
れ
ば
天
平

一
二
年
以

降
に
木
簡
と
し
て
一
次
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
想
定
が
正
し
け
れ
ば
、
木
簡
の
年
代
は
、
七
四
〇
年
代
を
中
心
と
し

た
時
期
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
木
簡
が
出
上
し
た
遺
構

（Ｓ

Ｋ
五
七
）
の
出
土
須
恵
器
の
年
代
で
あ
る
人
世
紀
中
頃
と
も
合
致
し
、
出
土
遺

構
を
入
世
紀
後
半
と
す
る
新
見
解
と
も
相
容
れ
る
。

最
後
に
、
こ
の
時
期
の
筑
紫
館

（鴻
臆
館
）
の
動
向
を
把
握
す
る
た
め
に
、

『続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
天
平
年
間
の
新
羅
使
の
記
事
を
列
記
す
る
。

遣
二
使
大
学
賜
饗
羹
新
羅
使
金
想
純
等
一
便
即
放
還
。

翁
続
日
本
紀
』
天
平
一
〇
年

（七
三
八
）
六
月
辛
酉
十
四
日
条
）

詔
以
こ新
京
草
創
宮
室
未
フ成
。
便
令
下右
大
弁
紀
朝
臣
飯
麻
呂
等
饗
中金
欽

英
等
於
大
学
『
自
レ彼
放
還
。

３
続
日
本
紀
』
天
平
一
四
年

（七
四
二
）
二
月
庚
辰
五
日
条
）

検
校
新
羅
客
使
多
治
比
真
人
土
作
等
言
。
新
羅
使
調
改
称
三
土
毛
・。
書
奥

注
三物
数
一。
稽
三之
旧
例
・。
大
失
二常
礼
・。
太
政
官
処
分
。
宜
下
召
二水
手
己

上
一。
告
以
三失
レ礼
之
状
一。
便
即
放
却
い

３
続
日
本
紀
』
天
平
一
五
年

（七
四
三
）
四
月
甲
年
十
五
日
条
）

こ
の
時
期
の
新
羅
使
が
、
前
代
と
違
い
、
入
京
を
許
さ
れ
ず
、
筑
紫
で
の
饗

応
の
の
ち
自
国
に
放
還
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
正
に
延
喜
玄
春
寮
式
新

羅
客
条
が
規
定
す
る

「従
二筑
紫
・還
」
の
事
態
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
結
果

的
に
大
学
府
が
も
つ

「饗
謙
」
機
能
が
前
代
に
も
増
し
て
求
め
ら
れ
た
こ
と
を

示
唆
す
る
。
鴻
臆
館
の
ト
イ
レ
遺
構
と
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
木
簡
は
、
そ
の
所

産
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。



註
（
１
）
　

『日
本
後
紀
』
廷
暦
二
四
年
六
月
乙
巳
条
。

（
２
）
　

『類
衆
国
史
』
巻
三
三
　
御
膳
、
天
長
八
年
四
月
己
丑
条
。

（
３
）
　

『延
喜
式
』
巻
二
四
　
主
計
上
。

（
４
）
　

『令
集
解
』
賦
役
令
調
絹
絶
条
所
引
古
記
。

（
５
）

木
簡
学
会
編

『日
本
古
代
木
簡
選
』

一
五
貢

（岩
波
書
店
、　
一
九
九
〇
年
）。

（
６
）
　

『木
簡
研
究
』
二
〇
号
十
三
三
頁

（
一
九
九
八
年
）
。

（
７
）

八
木
充
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
８
）

三
保
忠
夫

「助
数
詞

「隻
」
「雙
ヒ

（同

『木
簡
と
正
倉
院
文
書
に
お
け
る
助

数
詞
の
研
究
』
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
９
）

折
尾
学

「鴻
臆
館
跡
の
調
査
概
要
」
３
古
代
文
化
』
四
二
十
一
二
、　
一
九
九
〇

年
）
、
同

「福
岡

・
鴻
膳
館
跡
」
３
木
簡
研
究
』

一
三
号
、　
一
九
九

一
年
）
。

（
１０
）
　

『続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年

一
一
月
壬
子
条
、
『日
本
三
代
実
録
』
貞
観

一
五
年

七
月
庚
午
条
、
仁
和
元
年
六
月
癸
酉
条
。

（
１１
）
　

『続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
間
八
月
庚
寅
条
、
同
九
年

一
〇
月
乙
未
条
、
『日
本

後
紀
』
延
暦
二
四
年
六
月
乙
巳

・
甲
寅
条
、
同
年
七
月
癸
未
条
、
『続
日
本
後

紀
』
承
和
三
年
七
月
壬
辰
条
、
同
四
年
七
月
癸
未
条
、
同
六
年
八
月
甲
戊
条
。

（
・２
）
　

『肥
前
国
風
上
記
』
松
浦
郡
値
嘉
郷
条
。

（
男
）

板
楠
和
子

「主
厨
司
考
」
（九
州
歴
史
資
料
館
編

『大
学
府
古
文
化
論
叢
　
上

巻
』
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
人
三
年
）
。

（
・４
）

平
野
邦
雄

「大
学
府
と
迎
賓
館

（鴻
臆
館
と

（平
野
邦
雄

・
鈴
木
靖
民
編

『木

簡
が
語
る
古
代
史
　
下
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

一
年
）
な
ど
。

（
・５
）

前
掲

「大
宰
府
と
迎
賓
館

（鴻
鱚
館
と
。

（
・６
）

本
条
に
つ
い
て
は
、
中
野
高
行

「延
喜
玄
春
寮
式
に
見
え
る
新
羅
使
へ
の
給
酒

規
定
に
つ
い
て
」
翁
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
二
四
号
、　
一
九
八
九
年
）
、
森
公
章

「古

代
難
波
に
お
け
る
外
交
儀
礼
と
そ
の
変
遷
」
（田
中
健
夫
編

『前
近
代
の
日
本
と

東
ア
ジ
ア
』
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
九
五
年
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
。

（
・７
）
　

『延
喜
式
』
巻
三
二
　
大
膳
上
釈
隻
条
。

（
・８
）

狩
野
久

「古
代
に
お
け
る
鮫
の
収
取
に
つ
い
て
」
（門
脇
禎
二
編

『日
本
古
代

国
家
の
展
開
』
上
巻
、
思
文
閣
出
版
、　
一
九
九
五
年
）
。

（
・９
）
　

『延
喜
式
』
巻
三
二
　
大
膳
上
、
『同
』
巻
三
九
　
内
膳
司
。

（
２０
）

前
掲

「延
喜
玄
春
寮
式
に
見
え
る
新
羅
使

へ
の
給
酒
規
定
に
つ
い
て
」
。

（
２．
）

鎌
田
元

一
「郷
里
制
の
施
行
と
霊
亀
元
年
式
」
（上
田
正
昭
編

『古
代
の
日
本

と
東
ア
ジ
ア
』
、
小
学
館
、　
一
九
九

一
年
）
。

（
２２
）

奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
編

『平
城
宮
木
簡
』
二
、
二
五
九

一
号
木
簡
。

（
２３
）

関
晃

「大
化
前
後
の
大
夫
に
つ
い
て
」
翁
山
梨
大
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』

一

〇
号
、　
一
九
五
九
年
）
。

（
２４
）

前
掲

「大
宰
府
と
迎
賓
館

（鴻
臆
館
と
。

（
２５
）

佐
竹
昭

「安
芸
国
分
寺
四
五

一
号
土
坑
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
」
盆
史
跡
安
芸

国
分
寺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
Ⅳ
』
、
側
東
広
島
市
教
育
文
化
事
業
団
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
、
一
６

Ｑ

一年
）
。

（
２６
）

東
野
治
之

「「長
屋
親
王
」
考
」
（同

『長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
、
塙
書
房
、

一
九
九
六
年
）
。

（
２７
）

渡
辺
直
彦

「筑
前
国
司
廃
置
に
関
す
る
研
究
」
（同

『日
本
古
代
官
位
制
度
の

基
礎
的
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、　
一
九
七
二
年
）
。
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